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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月１６日（土） １１時５０分ごろ 

発生場所 岡山県瀬戸内市西脇海水浴場沖 

 瀬戸内市所在の蓬 埼
よもぎさき

灯台から真方位２３２°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３５.６′ 東経１３４°０７.５） 

事故調査の経過  平成２３年７月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 魁
かい

、１.５トン 

   ２７１－３６７４５岡山、有限会社長谷川商店 

   ５.９６ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０.３０kＷ、平成１９年３月 

Ｂ 水上オートバイ 敦美
あつみ

Ⅰ世、０.１トン 

   ２７１－３５１４３岡山、個人所有 

   ２.５１ｍ（Lr）×１.０５ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０６.６５kＷ、平成１４年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３２歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１８年１２月１８日 

    免許証交付日 平成１８年１２月１８日 

           （平成２３年１２月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３２歳 

   二級小型船舶操縦士･特殊小型船舶操縦士･特定 

    免許登録日 平成９年９月２５日 

    免許証交付日 平成１９年５月２９日 

           （平成２４年９月２４日まで有効） 

  同乗者Ｂ 女性 １６歳 

   操縦免許なし 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 正船首下部に長さ１０㎝幅１.５㎝の裂傷 

Ｂ 操縦ハンドル曲損、右舷側ステップに長さ３０㎝及び右舷側に１０㎝

の亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及びＢ船所有者ほか２人が乗船し、船長Ｂ及び同乗者Ｂ

が乗船したＢ船と３人が乗船した他の水上オートバイと共に、岡山県備前

市所在のマリーナを発し、瀬戸内市長島に寄り、その後、西脇海水浴場に

向けて航行した。 
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 Ａ船は、西脇海水浴場の東方沖に設置されているサカケノ鼻灯浮標を右

舷に見ながら、速力約１８km/h で西進していたところ、左舷後方から高速

で接近してきたＢ船が、船首前方に向けて大きく右に変針しながら急接近

し、船長Ａが衝突を避けるための操船を行う間もなく、平成２３年７月１

６日１１時５０分ごろ、蓬埼灯台から真方位２３２°８００ｍ付近におい

て、Ａ船の正船首下部とＢ船の操縦ハンドル及び右舷側とが衝突した。 

 Ｂ船は、長島を出発したとき、船長Ｂが前部席に、同乗者Ｂが後部席に

それぞれ座り、船長Ｂが操縦してＡ船を追走していたが、１１時４８分ご

ろ、西脇海水浴場の砂浜が見え始めたところで停止し、船長Ｂと同乗者Ｂ

が互いの座席を前後に交代した。 

 Ｂ船は、同乗者Ｂが前部席に座って操縦を始め、Ａ船の左舷後方から２

０～３０km/h の高速力で追走し、Ａ船との間隔を約２０ｍ離して併走する

ようになった直後、進路を大きく右に転じてＡ船の船首前方に向かう態勢

となり、操縦ハンドル及び右舷側とＡ船の正船首下部が衝突した。 

 船長Ｂは、同乗者Ｂが操縦を始めたのち、ネットフェンスとその向こう

の海水浴客の様子を見ていた。 

船長Ｂと同乗者Ｂは、衝突の衝撃で海面に投げ出され、船長Ｂは、頭部

に軽い打撲を負い、同乗者Ｂは、脳挫傷及び頭蓋骨骨折の重傷を負った。 

Ｂ船は、操縦不能となり、船長Ｂが立ち泳ぎして押しながら浜辺にたど

り着いた。 

（写真１ Ａ船、写真２ Ａ船損傷部、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船損傷

部 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好、気温 約２

９℃ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  Ａ船の乗船者４人とＢ船の乗船者２人及び他の水上オートバイの乗船者

３人の計９人は、互いに友人関係であった。 

 船長Ａは、同乗者Ｂが水上オートバイの操縦免許を受有していないこと

も、Ｂ船が同乗者Ｂに操縦されていることも知らなかった。 

 西脇海水浴場は、海水浴の海域と水上オートバイなどの遊走が許可され

ている海域とが、浜辺から約１３０ｍ沖に敷設されたネットフェンスで区

分けされていた。 

 本事故は、ネットフェンス沖側の水上オートバイなどの遊走が許可され

ている海域で発生した。 

 Ｂ船の所有者は、船長Ｂと同乗者Ｂが、Ｂ船に乗船することを事前に承

諾していたが、船長Ｂと同乗者Ｂが、途中で操縦を交代するとは思ってい

なかった。 

 船長Ｂと同乗者Ｂは、本事故当日まで面識がなかった。 

 同乗者Ｂは、衝突に至った状況についての記憶を失っていた。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、西脇海水浴場を西進中、Ｂ船が、左舷

後方から接近したのちに右転し、Ａ船の船首前方

に進出したことから、何らの対応をとることがで
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きず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、西脇海水浴場を西進中、操縦免許を有

しない同乗者Ｂが、Ｂ船を操縦してＡ船の左舷後

方から接近したのちに右転し、Ａ船の船首前方に

進出したことから、Ａ船と衝突したものと考えら

れるが、このように操船した理由を明らかにする

ことはできなかった。 

同乗者Ｂは、操縦免許を有しないことから、Ｂ

船を操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が、西脇海水浴場沖で共に西進中、操縦免許を

有しない同乗者Ｂが、Ｂ船を操縦してＡ船の左舷後方から接近したのちに

右転し、Ａ船の船首前方に進出したため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。  

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・水上オートバイの操縦者は、同乗者の操縦免許受有を確認し、同乗者

が無免許であれば、水上オートバイを操縦させないこと。 

・水上オートバイの遊走を行う際には、他船との距離を十分に維持して

おくこと。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船損傷部 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船損傷部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




